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    ｄ 地下室に圧縮機、蓄ガス器等を設置する場合 

     (a) 地下室には地上に通じる階段又は固定はしごが設けられていること。 

     (b) 階段の地上部分又は地上部分の固定はしごの出入口（以下「地上部

分」という。）が、固定給油設備及び固定注油設備から給油ホース又は

注油ホースの長さに１ｍを加えた距離以上離れ（地上部分が高さ２ｍ以

上の不燃材料で造られた壁で区画された場合を除く。）、かつ、通気管

の先端部から水平距離で４ｍ以上離れていること。ただし、次のいずれ

かの措置が講じられている場合は、通気管の先端部からの水平距離を

１．５ｍ以上とすることができる。 

      ① 地上部分の屋根、壁等が不燃材料で造られ、自動閉鎖の防火設備

（自動閉鎖装置を有しない厚さ６ｍｍ以上の鋼板製扉及び鋼板製マン

ホール蓋を含む。以下「防火設備等」という。）が設けられているこ

と。なお、当該壁に設ける開口部は、網入りガラスのはめ殺し戸であ

ること。 

      ② 地上部分が開放された構造である場合には、地上部分に高さ60ｃｍ

以上の不燃材の壁、出入口には防火設備等が設けられていること。 

     (c) 地上部分が、高さ２ｍ以上の不燃性の壁で区画される場合を除き、専

用タンク等の注入口より２ｍ以上離れていること。 

     (d) 地上部分が、排水溝等により給油空地等、専用タンク等の注入口及び

簡易タンクと区画されていること。 

     (e) 地下室の階段又は固定はしごの出入口には、防火設備等が設けられて

いるとともに、高さ15ｃｍ以上の犬走り、スロープ又は敷居が設けられ

ていること。 

     (f) 地下室には、出入口及び吸排気口以外の開口部が設けられていないこ

と。 

     (g) 地下室上部に蓋が設けられている場合は、蓋のすき間等から漏れた危

険物その他の液体が浸透しない構造とされていること。 

     (h) 地下室は、漏れたガスが滞留しない構造とされていること。 

     (i) 地下室は、点検等が有効に行える通路が確保されているとともに、常

用及び非常用の照明設備が設けられていること。 

     (j) 換気設備が次のとおりに設置されていること。 

      ① 吸気口は、通気管又は危険物を取り扱う設備より高い位置に設けら

れている場合を除き、通気管又は危険物を取り扱う設備から水平距離

で４ｍ以上離れていること。 
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      ② 排気口は、ガスが滞留するおそれのない高さ５ｍ以上の場所に設け

られていること。 

      ③ ７００㎥／ｈｒ以上の換気能力を有する換気設備が設けられている

こと。ただし、最大能力が地下室の床面積１㎡当たり０．５㎥／ｍｉ

ｎ以上であり、換気方式が吸引（減圧）又は送風（加圧）である場合

は、７００㎥／ｈｒ以上の換気能力を有する換気設備と同等の性能を

有するものとして取り扱うことができること。 

      ④ 換気設備は、地下室にガスが滞留しないように設けられているこ

と。 

     (k) 地下室には、圧縮機、蓄ガス器等から漏えいしたガスを有効に検知で

きる場所に爆発下限界の１／４以下の濃度で検知し、その濃度を表示す

るとともに警報を発するガス漏えい検知警報設備が設けられているこ

と。また、ガス漏れを検知した場合に、圧縮天然ガススタンドの保安設

備を除く設備を緊急停止できる措置が講じられていること。 

     (L) ガス漏えい検知警報設備、換気設備及び非常用照明設備には、当該設

備を３０分以上稼働することができる非常用電源が設けられているこ

と。 

    ｅ 圧縮天然ガススタンドの上屋等の空地に対する比率の算定 

      危規則第２５条の６に規定する上屋等の算定方法は、次のとおりとする

こと。 

Ⅰ 

               － 

 

 

 

＝ 

 

  Ⅱ                 

                  －      ＝ 

                 ③   １／３まで 
   Ⅰ及びⅡから ― ≦  （２／３まで、かつ、火災の予防上安全であると認めら 
         ⑤    れるものを除く） 

 
※上記に該当すれば屋外圧縮天然ガススタンド 
 

   (ｲ) 圧縮機 

    ａ 給油空地等以外の場所に設置されていること。 

①建築物の給油取扱所の用に

供する部分の水平投影面積 

②建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は

壁で区画された部分に限る。)の１階の床面積 

販売室、ポンプ室、油庫、コンプレッサー室(圧
縮天然ガススタンドに設ける圧縮機は除く。)、
店舗、整備室、洗車室、住居・本店事務所等 

③上屋（キャノピー）面積

（建物のひさしを含む。） 

④給油取扱所の敷地面積 ⑤敷地内の空地面積 ② 
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    ｂ 圧縮機ユニット（複合機器）は、高圧ガス保安協会検査合格品であるこ

と。 

    ｃ ガス吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのないもの以外の

ものには、最大常用圧力を超えて上昇した場合に、圧力センサーにより検

知し、電動機の電源を遮断することにより運転を停止させる異常高圧防止

装置が設けられていること。 

    ｄ 圧縮機の吐出側直近部分又は蓄ガス器の受入側直近部分の配管には、逆

止弁が設けられていること。 

    ｅ 自動車等の衝突のおそれのある場合には、圧縮機を鋼板製ケーシングに

収め、圧縮機の周囲に防護柵又はポール等が設置されていること。 

   (ｳ) 蓄ガス器 

    ａ 蓄ガス器は、高圧ガス保安法に規定される圧力容器又は貯槽（ホルダー

として貯蔵）であること。（特定設備のボンベの場合は、高圧ガス保安協

会検定品であること。） 

    ｂ 設置場所 

     (a) ボンベ（特定設備）である蓄ガス器は、給油空地等以外の場所に設置

されていること。 

     (b) 周囲の温度が１０５℃以上になるとガスを放出する安全装置が取り付

けられたホルダーの蓄ガス器は、給油空地等以外の場所で、かつ、次の

①又は②の場所に設置されていること。 

      ① 給油空地等の排水溝から５ｍ以上、かつ、専用タンク等の注入口か

ら２４ｍ（注入口の周囲を排水溝で１５㎡以下に区画した場合にあっ

ては、８ｍ）以上の離隔距離が確保されている場所 

      ② 給油空地等及び専用タンク等の注入口周囲で発生した危険物の火災

の際に生ずる熱が遮られる場所（蓄ガス器が給油空地等及び専用タン

ク等の注入口に面した側に、高さ２ｍ以上の鉄板等の防熱板が設けら

れている場所） 

   (ｴ) ディスペンサー 

    ａ 給油空地等以外の場所に設置されていること。 

      なお、車両停車位置を給油空地等以外にペイント等で明示すること。

（１２－３４図参照） 
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第１２－３４図 ディスペンサーの設置例 

     

ｂ 充てんホースの先端に天然ガス自動車等の充てん口と正常に接続した場

合に限り開口する内部弁を設けられていること。 

    ｃ 充てんホースに著しい引張力（２０００Ｎ以上）が加わった場合に、当

該充てんホースの破断によるガス漏れを防止する措置として、離脱し、遮

断弁が働く緊急離脱カプラーが設けられていること。 

    ｄ 自動車等の衝突を防止するための措置として、ディスペンサーの周囲に

防護柵、ポール等が設けられていること。 

   (ｵ) ガス配管 

    ａ 配管は、給油空地等以外の場所に設置されていること。 

    ｂ 給油空地等以外の場所に設置される配管が、地下に埋設する方法、トレ

ンチ内に設置する方法以外の方法で設置される場合には、自動車等の衝突

を防止する措置として、防護柵、ポール等が設けられていること。 

    ｃ トレンチ内等の漏れたガスが滞留する場所に設置される配管の接続は、

溶接による方法で行われていること。ただし、溶接以外の方法で接続する

場合には、当該接続部の周囲に爆発下限界の１／４以下の濃度で天然ガス

を検知する性能を有し、かつ、検知した場合に警報を発するガス漏えい検

知警報設備が設置されていること。 

    ｄ ガス導管から圧縮機へのガス供給及び蓄ガス器からディスペンサーへの

供給を緊急に停止することができる装置（以下「緊急停止装置」とい

う。）が設けられていること。 

    ｅ 緊急停止装置の起動装置の設置場所は、次の(a)及び(b)、又は(a)及び 

(c)の２箇所以上であること。 

給油空地等 

車両停車位置 

ディスペンサー 
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     (a) 充てん作業を行っている従業員等が速やかに操作できるディスペンサ

ー付近 

     (b) 圧縮機、蓄ガス器及びディスペンサーからそれぞれ水平距離で１５ｍ

以上離れた場所であること。ただし、水平距離では１５ｍ未満の場所で

あっても障壁等の遮へい物を設置することによって、迂回距離で１５ｍ

以上あれば、水平距離で１５ｍ以上離れた場所として取り扱うことがで

きる。 

     (c) 事務所内 

   (ｶ) 電気設備 

     地上に設置された圧縮機、蓄ガス器、溶接以外の配管接合部及びディスペ

ンサーの外面から４ｍの範囲にある電気設備（給油設備、注油設備、照明設

備、付随設備等）は高さに関係なく耐圧防爆措置がなされていること。（第

１２－３５図参照） 

第１２－３５図 電気設備に耐圧防爆措置が必要な範囲 

（円内の電気設備がすべて対象） 

 

   (ｷ) 排水溝等（第１２－３６図、第１２－３７図、第１２－３８図参照） 

    ａ 専用タンクの注入口から漏れた危険物が、圧縮機、蓄ガス器、ディスペ

ンサー及びガス配管に達することを防止するための危険物用の排水溝が設

けられていること。 

    ｂ 排水溝は、油分離装置に接続されていること。 

    ｃ 圧縮天然ガススタンドの排水溝と危険物用の排水溝を別々に設置した場

合は、次によること。 

     (a) 危険物用の排水溝は、油分離装置に接続されていること。 

固定給油設備 

事務所・販売室 整備室 

ディスペンサー 

４ｍ 

キャノピー 

照明設備 
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      (b) 圧縮天然ガススタンド用の排水溝は、油分離装置に接続しなければ

ならない場合もあること。 

第１２－３６図 危険物用と圧縮天然ガススタンド用の兼用排水溝の設置例 

 

 

 

第１２－３７図 危険物用と圧縮天然ガススタンド用の兼用排水溝 

を別々に設置した例 

  

 

 

固定給油設備 

事務所・販売室 整備室 

ディスペンサー 

防火設備 

圧縮機 

蓄ガス器 

油分離装置 

兼用排水溝 

注油口 

固定給油設備 

事務所・販売室 整備室 

ディスペンサー 

防火設備 

圧縮機 

蓄ガス器 

油分離装置 

危険物用排水溝 

注油口 

圧縮天然ガス 
スタンド用 
排水溝 

油分離装置 
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第１２－３８図 屋外給油取扱所に圧縮天然ガス充てん設備を併設した例 

固定給油設備 

防火塀 

遮断操作部 

排水溝 

注入口 
通気管 

油分離装置 

キャノピー 

車両衝突防止装置 

点
検
整
備

室 

事
務
所･

販
売

室 

ＳＷ 

洗
車
機 

圧縮機 

異常高圧 
防止装置 

遮断操作部 

緊急離脱カプラー 

遮断弁 

ＳＷ 

ガス栓 

逆止弁 

遮断弁 

トレンチ 
車両衝突防止装置 

キャノピー 

蓄ガス器 

ディスペンサー 

固定注油設備 
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  イ 液化石油ガススタンド関係 

   (ｱ) 建築物・工作物 

    ａ 液化石油ガススタンドの業務を行うための事務所は、危規則第２７条の

３第３項第１号の２の給油取扱所の業務を行うための事務所として取り扱

うこと。 

    ｂ 危規則第２７条の３第３項第１号から第５号までに掲げられる以外の建

築物が設けられていないもので、かつ、第１号の２から第３号までの床面

積の合計が３００㎡を超えていないこと。 

    ｃ 地上に設置された液化石油ガススタンドの圧縮機、受入設備、充てん用

ポンプ、充てんホース先端及び溶接以外の配管接合部から８ｍ未満となる

建築物の開口部ははめ殺し戸、出入口は二重構造とすること。ただし、直

線距離では８ｍ未満となるが、高さ２ｍ以上の不燃材料で造られた障壁に

よって迂回距離で８ｍ以上となる場合又は建築物内に火気設備がなく、か

つ、建築物内の全ての電気設備が耐圧防爆措置されている場合は、この限

りでない。（第１２－３９図、第１２－４０図参照）  

 第１２－３９図 ８ｍ未満に建築物の出入口、開口部がある例 

 

 

 

 

 

 

開口部 
 出入口 

圧縮機 

受入設備 

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 

８ｍ 

８ｍ 

８ｍ 

事務所･販売室 

ポンプ 
８ｍ 
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※  迂回距離は節日から障壁の先端までの距離と、障壁の先端から出入口又は開

口部までの距離の合計とする。 

第１２－４０図 建築物の出入口、開口部が障壁による迂回距離によって 

８ｍ以上となる例 

    ｄ 液化石油ガススタンドの上屋等の空地に対する比率の算定  

      危省令第２５条の６に規定する上屋等の算定方法は、ア(ｱ)ｅの例によ

ること。 

   (ｲ) 圧縮機 

     ア(ｲ)ａ、ｃ及びｅの例によること。 

   (ｳ) 貯蔵設備 

    ａ 貯槽は、給油空地等以外の地盤面下の貯槽室に設置され、かつ、次のい

ずれかの措置が講じられていること。 

     (a) 貯槽の周囲に乾燥砂が詰められていること。 

     (b) 貯槽が水没されていること。 

     (c) 貯槽室内が強制換気されていること。 

    ｂ ガス漏えい検知警報設備が設けられていること。 

    ｃ ａ(c)の貯槽室は、ア(ｱ)ｄ(a)、(c)～(f)、(h)、(i)、(k)及び(L)の例

によるほか、次によること。 

     (a) 階段の地上部分又は地上部分の固定はしごの出入口（以下「地上部

分」という。）が、固定給油設備及び固定注油設備から給油ホース又は

注油ホースの長さに１ｍを加えた距離以上離れ（地上部分が高さ２ｍ以

上の不燃材料で造られた壁で区画された場合は除く。）、かつ、通気管

の先端部から水平距離で４ｍ以上離れていること。ただし、次のいずれ

かの措置が講じられている場合は、通気管の先端部からの水平距離を 

８ｍ 

８ｍ 

障壁 

５
ｍ 

４ｍ 
３ｍ 

４ｍ 

開口部 
 出入口 

圧縮機 

受入設備 

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 

８ｍ 

事務所･販売室 

ポンプ ８ｍ 
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１．５ｍ以上とすることができる。 

      ① 地上部分の屋根、壁等が不燃材料で造られ、自動閉鎖の防火設備

（自動閉鎖装置を有しない厚さ６ｍｍ以上の鋼板製扉及び鋼板製マン

ホール蓋を含む。以下「防火設備等」という。）が設けられているこ

と。なお、当該壁に設ける開口部は、網入りガラスのはめ殺し戸であ

ること。 

      ② 地上部分が開放された構造である場合には、地上部分に高さ60ｃｍ

以上の不燃材の壁及び出入口には防火設備等が設けられているととも

に、階段又は固定はしごの最下部に換気装置と連動する可燃性蒸気検

知設備が設置されていること。 

     (b) 換気設備が次のとおりに設置されていること。 

      ① 吸気口は、通気管又は危険物を取り扱う設備より高い位置に設けら

れている場合を除き、通気管又は危険物を取り扱う設備から水平距離

で４ｍ以上離れていること。 

      ② 排気口は、ガスが滞留するおそれのない高さ５ｍ以上の場所に設け

られていること。 

      ③ 最大能力が貯槽室の床面積１㎡当たり０．５㎥／min以上であり、

換気方式が吸引（減圧）又は送風（加圧）であること。 

      ④ 換気設備は、貯槽室にガスが滞留しないように設けられているこ

と。 

   (ｴ) 受入設備 

    ａ 液化石油ガスの荷卸し等を行う車両（以下「ＬＰＧローリー」とい

う。）からの受入設備及びＬＰＧローリーの荷卸し等を行うための停車場

所が給油空地等以外の場所に設けられていること。 

    ｂ 自動車等の衝突のおそれのある場合には、衝突防止措置が講じられてい

ること。 

   (ｵ) 充てん用ポンプ 

    ａ 給油空地等以外の場所に設けられていること。 

    ｂ 吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するために、次の

措置が講じられていること。 

     (a) 容積型ポンプには、自動的に吐出液の一部を貯蔵設備に戻すことによ

り、圧力を最大常用圧力以下とする措置。 

     (b) 遠心型ポンプには、ポンプ吸引側で気体が吸収された場合にポンプを

自動的に停止するほか、自動的に吐出液の一部を貯蔵設備に戻すことに 

より、圧力を最大常用圧力以下とする措置。 
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   (ｶ) ディスペンサー 

     ア(ｴ)によること。 

   (ｷ) ガス配管 

     ア(ｵ)（ｃのガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。）に

よること。 

   (ｸ) 防火設備 

    ａ 散水装置等の加圧送水装置の設置場所は、散水対象場所から水平距離で

１５ｍ以上離れた場所とすること。ただし、水平距離では１５ｍ未満の場

所であっても障壁等の遮へい物を設置することによって、迂回距離で１５

ｍ以上あれば、水平距離で１５ｍ以上離れた場所として取り扱っても支障

ないものである。 

    ｂ 加圧送水装置の起動装置の設置場所は、次の(a)及び(b)、又は(a)及び 

(c)の２箇所以上とすること。 

     (a) 充てん作業を行っている従業員等がすみやかに操作できるディスペン

サー付近 

     (b) 散水対象場所から水平距離で１５ｍ以上離れた場所 

     (c) 事務所内 

   (ｹ) 電気設備（第１２－４１図参照） 

     地上に設置された圧縮機、受入設備、充てんポンプ、溶接以外の配管接合

    部及びディスペンサーの外面から半径８ｍの円をそれぞれ描き、その円内に

    ある電気設備は高さに関係なく耐圧防爆措置がなされていること。 

※ 範囲内の排水溝は油分離槽まで左右１．５ｍは防爆必要 

第１２－４１図 電気設備に耐圧防爆措置が必要な範囲 

（円内の電気設備がすべて対象） 

固定給油設
備 
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室 

整備室 

ディスペンサ
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８
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   (ｺ) 排水溝等（第１２－４２図、第１２－４３図参照） 

    ａ 防火設備から散水され水が給油空地等及び専用タンク等の注入口に達す

ることを防止するための防火設備用の排水溝が設けられていること。 

    ｂ 専用タンクの注入口から漏れた危険物が、圧縮機、受入設備、充てん用

ポンプ、ディスペンサー、ガス配管及び防火設備に達することを防止する

ための危険物用の排水溝が設けられていること。 

    ｃ 防火設備用の排水溝と危険物用の排水溝は兼用のものでも支障ないが、

この場合排水溝は、油分離装置に接続されていること。 

    ｄ 防火設備用の排水溝と危険物用の排水溝を別々に設置した場合は、次に

よること。 

     (a) 危険物用の排水溝は、油分離装置に接続されていること。 

     (b) 防火設備用の排水溝は、油分離装置に接続することなく一般下水道に

接続しても支障ないものであること。 

第１２－４２図 危険物用と防消火設備用の兼用排水溝の設置例 

 第１２－４３図 危険物用と防消火設備用の排水溝を別々に設置した例 

固定給油設備 

事務所・販売室 整備室 

ディスペンサー 

防火設備 

圧縮機 

受入設備 

油分離装置 

兼用排水溝 
注油口 

ポンプ 

固定給油設備 

事務所・販売室 整備室 防火設備 

圧縮機 

油分離装置 

危険物用排水溝 
注油口 

防火設備用排水溝 

ディスペンサー 

受入設備 

ポンプ 



12－63 

 

第１２－４４図 屋外給油取扱所に液化石油ガススタンドを併設した例 
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９ 自家用給油取扱所（危省令第２８条） 

  前２及び３(1)、(2)、(6)から(19)又は４によるほか、次によること。 

 (1) 空地 

   給油取扱所は、給油する自動車等の一部又は全部がはみ出たままで給油するこ

とのない広さを確保すること。 

 (2) 自動車等の出入りする側 

   自動車等の出入りする側とは、給油取扱所の敷地から４ｍ以上建築物が離れて

おり、かつ、実際に自動車等の出入りが可能な側であること。 

 (3) 灯油の専用タンク 

   関係建築物の暖房のため、灯油の専用タンクを設けることができる。 

 (4) キー式計量機 

   キー式計量機の設置は、自家用給油取扱所にのみ認められるものであること。

  

10 メタノール等給油取扱所（危省令第２８条の２、第２８条の２の２、第２８条

の２の３） 

  メタノール等を取り扱う給油取扱所については、次によることとする。（平．

６．３．２５消防危第２８号通知） 

 (1) 適用範囲 

  ア 法令の適用 

    メタノール自動車用燃料として使用される第４類の危険物のうち、メタノー

ル等を取り扱う給油取扱所については、危規則第２８条の２から同条２８条の

２の３までの特例を定めていない事項については、危政令第１７条第１項から

第３項までの基準が適用になるものであること。 

  イ メタノール等の燃料 

   (ｱ) 危政令第１７条第４項に規定する「メタノール」とはメタノール１００％

（Ｍｌ００）をいい、「これを含有するもの」にはメタノール８５％と特殊

なガソリン成分１５％の混合物（Ｍ８５）のほか、メタノールが含まれる他

の自動車用燃料が該当するものであること。 

   (ｲ) 第４類の危険物のうちメタノールを含有するものには、メタノール自動車

の燃料として用いられるもののみでなく、メタノール自動車以外の自動車等

の燃料として用いられるものも含まれるものであること。 

  ウ 適用される給油取扱所 

    メタノール等のみを取り扱う給油取扱所 

   (ｱ) ガソリン、軽油等を取り扱う給油取扱所にメタノール等を取り扱う給油施

設を併設する給油取扱所 
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  (ｲ) メタノール等のみを取り扱う給油取扱所 

 (2) 位置、構造及び設備の技術上の基準に係る運用事項 

  ア メタノール等を取り扱う専用タンク 

   (ｱ) メタノール等を取り扱う地下貯蔵タンクは、タンク室又は二重殻タンク構

造によることとし、直接埋設方式（二重殻タンクを除く）及び危険物の漏れ

防止構造は認められないものであること。 

   (ｲ) メタノールを取り扱う専用タンクには、危険物の量を自動的に表示する装

置を設けることとし、計量口を設けることはできないものであること。 

(ｳ) 地下に設ける専用タンクは、メタノールと灯油が混合するのを防止す

る必要から中仕切りをして灯油と同一タンクとしないよう指導する。▲ 

 

  イ 収容設備等 

   (ｱ) 給油空地等の収容設備等 

    ａ 排水溝、油分離装置、切替弁及び漏れた危険物を収容する設備「以下

「収容設備」という。）の接続は、次のとおりとする。（第１２－４５図

参照） 

(a) (b)以外の給油取扱所（給油空地及び注油空地（以下「給油空地等」

という。）の周囲に排水溝、油分離装置、切替弁及び収容設備を設ける

給油取扱所）  

 

 

 

 

                    （メタノール等給油時） 

 

     (b) メタノール等のみを取り扱う給油取扱所  

 

 

 

 

                    （メタノール等給油時） 

 

※ 当該給油取扱所においても、メタノール等の給油以外の危険物を取

扱う場合があるため、油分離装置に接続することが望ましい。▲ 

 

排水溝 下水道 油分離装置 切替弁 

収容設備 

排水溝 下水道 油分離装置 切替弁 

収容設備 
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    ｂ 切替弁は、次のとおりとする。 

     (a) 流れ方向が表示されるものであること。 

     (b) 操作しやすい位置に設けられたピット内に設置すること。 

    ｃ 収容設備は、次のとおりとする。 

     (a) 容量は、１００ℓ以上とすること。 

     (b) ためます、地盤面下に埋設された鋼製又はＦＲＰのタンク等漏れたメ

タノール等を収容できる構造とすること。 

     (c) 収容設備をためますとする場合は、開閉可能なふたを設けること。 

    ｄ 給油空地のうちメタノール等を取り扱う固定給油設備のホース機器の部

分と給油空地のうちメタノール等以外の危険物を取り扱う固定給油設備の

ホース機器の周囲の部分及び注油空地（以下「その他の給油空地」等」と

いう。）とにそれぞれ専用の排水溝を設ける場合には、メタノール等を取

り扱う固定給油設備のホース機器の周囲の部分に設ける専用の排水溝には

切替弁及び収容設備を設け、その他の給油空地等の周囲に設ける専用の排

水溝には油分離装置のみを設けることとして差し支えないこと。 

この場合において、固定給油設備及び固定注油設備のホース機器は、そ

れぞれの存する給油空地のうちメタノール等を取り扱う固定給油設備のホ

ース機器の周囲の部分又はその他の給油空地等に設けられた専用の排水溝

（メタノール等を取り扱う固定給油設備のホース機器とメタノール等以外

の危険物を取り扱う固定給油設備又は固定注油設備のホース機器との間に

存する部分に限る。）との間に次の距離を保つこと。（第１２－４６図参

照） 

最大給油ホース全長又は最大注油ホース全長 距   離 

３ｍ以下 ４ｍ以上 

３ｍを超え４ｍ以下 ５ｍ以上 

４ｍを超え５ｍ以下 ６ｍ以上 

     ※ 最大給油ホース全長及び最大注油ホース全長とは、それぞれ危政令第

１７条第１項第８号イ及び第８号の２ロに定めるものであること。 

  ウ 専用タンクの注入口の周囲の収容設備等 

   (ｱ) 注入口の周囲の排水溝は、メタノール等の専用タンクの注入口のみの周囲

に設けること。ただし、当該排水溝に油分離装置を接続する場合にあって

は、メタノール等の専用タンクの注入口及びメタノール等以外の危険物の専

用タンクの注入口の周囲に排水溝を設けて差し支えないものであること。

（第１２－４７図参照） 
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   (ｲ) 注入口の周囲の排水溝は、移動タンク貯蔵所からのメタノール等の注入時

に、当該注入口又は移動タンク貯蔵所の注入ホース若しくは吐出口からメタ

ノール等が漏れた場合、漏れたメタノール等を収容できるように設けるこ

と。（第１２－４７図参照） 

   (ｳ) 排水溝、切替弁及び４㎥以上の収容設備の接続は、次のとおりとするこ

と。 

なお、次のａ、ｂのためますについては設けるよう指導する。▲ 

    ａ メタノール等の専用タンクの注入口のみの周囲に排水溝を設ける場合   

 

 

（メタノール等給油時） 

 

 

  

 

    ｂ メタノール等の専用タンクの注入口及びメタノール等以外の専用タンク

の注入口の周囲に排水溝を設ける場合 

 

 

 （メタノール等給油時） 

 

 

 

 

    ｃ 切替弁は、次のとおりとする。 

     (a) 流れ方向が表示されるものであること。 

     (b) 操作しやすい位置に設けられたピット内に設置すること。 

    ｄ 収容設備は、次のとおりとする。 

     (a) 地盤面下に埋設された鋼製又は強化プラスチック製のタンク等とする

こと。 

     (b) 通気管及び収容設備内の危険物等をくみ上げるためのマンホールその

他の設備を設けること。 

    ｅ 危政令第１７条第２項第１１号の上部を有する屋内給油取扱所において

は、危省令第２５条の１０第２号の設備を排水溝及び収容設備とみなすこ 

とができるものであること。 

排水溝 ためます 油分離装置 切替弁 

収容設備（４㎥以上） 

下水道 排水溝 切替弁 ためます 

収容設備（４㎥以上） 

下水道 
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    ｆ 収容設備等の兼用 

      注入口の周囲に設ける排水溝、切替弁及び容量４㎥以上の収容設備は、

給油空地等の周囲に設ける排水溝、切替弁及び収容設備と兼ねることがで

きるものであること。（第１２－４８図参照） 

  エ 専用タンク等の開口部 

    メタノールを取り扱う専用タンク又は簡易タンクに設ける注入口及び通気管

以外の開口部（マンホール、点検口等）にあっては、施錠する等容易に開放で

きない構造とすること。 

  オ メタノール検知設備 

   (ｱ) メタノールを取り扱う専用タンクをタンク室に設置する場合に専用タンク

の周囲に設けるメタノールの漏れを検知することができる装置（以下「メタ

ノール検知装置」という。）には、メタノールの蒸気を検知する装置又はメ

タノールの水溶液を検知する装置があること。 

   (ｲ) メタノールを取り扱う専用タンクをタンク室に設置する場合にあって、専

用タンクの周囲に液体の危険物の漏れを検知するための管を設ける場合に

は、当該管にメタノール検知装置を取り付けることができること。 

  カ 専用タンクの注入口の弁及び過剰注入防止設備 

    メタノールを取り扱う専用タンクの注入口に設けられる危険物の過剰な注入

を自動的に防止する設備により、注入口にホースが緊結されていないときに当

該注入口が閉鎖状態となり、注入時にホースを結合した場合に開放状態（スタ

ンバイ状態）とすることができる構造のものは、当該注入口には弁を設けない

こととして差し支えない。 

  キ 専用タンク等の通気管 

   (ｱ) メタノールを取り扱う専用タンク又は簡易タンクの通気管に設ける引火防

止装置は、クリンプトメタル方式のものとすること。 

   (ｲ) メタノールを取り扱う専用タンクの通気管には、可燃性蒸気を回収す

る設備を設けるように指導する。▲ 

       なお、メタノールを取り扱う専用タンクの通気管に可燃性蒸気回収設

備を設ける場合は、当該メタノールを注入することとなる移動タンク貯

蔵所にも可燃性蒸気回収設備を設けるように指導する。▲ 

  ク 給油ホース等の材質 

    固定給油設備のポンプ、配管、パッキン、給油ホース等はメタノール等に対

して侵されないものとする必要があること。 

    すなわち、メタノールを使用する場合は、耐アルコール性を有するＥＰゴ

ム、ブチルゴム、クロロプレンゴム、ハイパロンゴム等が適しており、メタノ
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ールを含有するものを使用する場合には、耐アルコール性及び耐油性を有する

ニトリルゴム、フッ素ゴム、ハイパロンゴム等が適している。 

    なお、金属では、鉛、亜鉛、アルミニウム等は腐食され、ゴム類ではシリコ

ンゴム、ネオプレンゴム等は膨潤劣化するので使用することはできないもので

あること。 

  ケ 消火設備 

    メタノールを取り扱う給油取扱所に第４種の消火設備（大型消火器）

を設ける場合には、水溶性液体用泡消火薬剤を用いた消火器とするよう

指導する。▲ 

コ 警報設備 

   メタノールを取り扱う給油取扱所にはメタノールの火炎が確認しにくい

ことから炎感知器を有する自動火災報知設備を設置するよう指導する。▲ 

 (3) 取扱いの技術上の基準に関する事項 

  ア 切替弁の操作 

   (ｱ) 切替弁の操作により排水溝が収容設備に接続されていることを確認した後

に、メタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容

器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入すること。 

   (ｲ) メタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器

から専用タンク若しくは簡易タンクに注入した場合には、メタノール等の漏

れがないことを確認した後に、切替弁の操作を行うこと。 

  イ 収容設備からの危険物等のくみ上げ 

    漏れたメタノール等を確実に収容するため、随時、収容設備を確認し、危険

物等が滞留している場合には、当該危険物をくみ上げておくこと。 

  ウ 移動貯蔵タンクからの注入 

    メタノールを移動貯蔵タンクから給油取扱所の専用タンクに注入する場合に

は、移動貯蔵タンク内が常に爆発範囲となるため、当該移動貯蔵タンクのマン

ホールを開放した状態でおこなわないこと。 

    なお、移動貯蔵タンクには複動式の安全装置が設けられているため、マンホ

ールを開放しなくてもタンクの変形、注入時問の遅延等は起こらないものであ

ること。 
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メタノール等を取り扱う給油取扱所における排水溝、切替弁、油分離装置及び収容

設備の接続例 

 

   ａ 給油空地等の周囲に排水溝等を設ける場合（注入口に係る排水溝と兼用）

の例 

第１２－４５図 

 

   ｂ メタノール等の給油空地とガソリン等の給油空地の周囲にそれぞれ排水溝

等を設ける場合（注入口に係る排水溝等と兼用）の例   

    注：Ｌは、最大給油ホース全長又は最大注油ホース全長に応じた距離とする

こと。 

事務所等 
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固定注油設備 
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第１２－４６図 

    ｃ メタノール等の給油空地とガソリン等の給油空地等の周囲にそれぞれ排

水溝等を設ける場合（注入口に係る排水溝等を別に設置）の例  

    注：Ｌは、最大給油ホース全長又は最大注油ホース全長に応じた距離とする

こと。 

第１２－４７図 

 

    ｄ メタノール等の給油空地とガソリン等の給油空地等の周囲にそれぞれ排

水溝等を設ける場合（注入口に係る排水溝等と兼用）の例  

 

    注：Ｌは、最大給油ホース全長又は最大注油ホース全長に応じた距離とする

こと。 
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第１２－４８図 

11 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（危省令第２８条の２の４、第２８条の

２の５、第２８条の２の６、第２８条の２の７） 

  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所については、次によることとする。（平１

０．３．１３消防危第２５号通知（改正平１２．２．１消防危第１２号通知、改

正平２４．３．３０消防危第９１号通知、改正平２４．５．２３消防危第１３８

号通知）） 

 (1) 定義 

   顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下「セルフ給油取扱所」という。）

とは、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車（以下「自動車等」という。）

に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取

扱所であること。この場合において、自動二輪車は自動車に含まれるものである

こと。また、当該給油取扱所では、顧客にガソリンを容器に詰め替えさせること

及び灯油又は軽油をタンクローリーに注入させることは行えないものであるこ

と。 

 (2) セルフ給油取扱所（屋外）の位置、構造及び設備の技術上の基準は、危省令第

２８条の２の５の規定によるほか、次によること。 

  ア セルフ給油取扱所の表示 

    セルフ給油取扱所である旨の表示の方法は、「セルフ」、「セルフサービ

ス」等の記載、看板の掲示等により行うことで差し支えないこと。なお、一部

の時間帯等に限って顧客に自ら給油等をさせる営業形態の給油取扱所にあつて

は、当該時間帯等にはその旨を表示すること。 

   (ｱ) 看板等による場合は、第１２．３(17)によること。 

   (ｲ) 移動式の看板等による場合は、敷地内の給油等に支障がない位置に掲出場

所を確保して行うこと。 

   (ｳ) 表示の位置例 

    ａ 顧客が通常進入する入口付近の見やすい箇所 

    ｂ 容易に視認できるサインポール、看板、防火塀、建築物外壁、キャノピ

ー支柱等の見やすい箇所 

   (ｴ) 表示方法例 

    ａ 防火塀、壁、地盤面等にペイント等で直接表示する方法 

    ｂ キャノピー、防火塀等に固定した看板を掲出する方法 

    ｃ 着脱又は覆い等が可能な看板、電光掲示板等による方法 

  イ 顧客用固定給油設備 
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   (ｱ) 給油ノズルには、手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたもの

（ラッチオープンノズル）及び手動開閉装置を開放状態で固定できないもの

（非ラッチオープンノズル）の二種類があるが、固定する装置を備えたもの

にあっては、次のａからｃによること。 

    ａ 給油開始時のノズル制御装置 

      構造等の例としては、次のものがある。 

     (a) 手動起動装置（使用者が給油ノズルをノズル掛けから外してからポン

プを手動で起動するもの） 

      ① 満量停止制御装置の作動等により給油ノズルへの危険物の供給が停

止された場合に、手動開閉装置が開放状態であっても自動的にポンプ

を停止し、又はノズルの弁を閉鎖（給油停止）するもので、手動開閉

装置を一旦閉鎖するまで給油ができない構造としたもの。 

      ② 給油ノズルをノズル掛けに戻すとラッチの固定が機械的に解除（給

油停止）される構造としたもの。 

        なお、ラッチの固定解除は、確実に行われるもの（解除が不完全な

場合は、ノズル掛けに戻せない等）とし、又は解除が不完全なままノ

ズル掛けに戻された場合には、ポンプが再び起動した場合にあっても

手動開閉装置を一旦閉鎖するまで給油ができない構造とすること。 

     (b) 自動起動装置（使用者が給油ノズルをノズル掛けから外すとポンプが

自動的に起動するもの） 

      ① 前(a)①、②に示す構造のもの。 

      ② 給油ノズルをノズル掛けから外したとき（制御卓で給油許可（ポン

プ起動）を行ったとき）に、直ちに危険物の供給が開始（計量開始）

された場合は、これを異常と判断し、自動的にポンプを停止する構造

としたもの。 

        なお、給油ノズルは、手動で開閉することができる弁が設けられた

ものであり、弁を閉鎖した状態において危険物が漏れない構造である

こと。 

    ｂ 給油開始時のノズル制御装置 

      構造の例としては、次のものがある。 

     (a) 給油ノズルに落下等の衝撃が加わった場合に、ラッチの固定が解除さ

れ給油を停止する構造としたもの。 

     (b) 給油ノズルが給油口から離脱したことを感知した場合に、ラッチの固

定が解除され給油を停止する構造としたもの。 
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なお、給油ノズルは、給油口から容易に脱落しない給油口に差し込ま

れるノズル部分に、らせん状の脱落防止装置等を備えた構造とするよう

指導する。▲ 

    ｃ 可燃性蒸気回収装置 

      可燃性蒸気回収装置の具体的な例としては、給油ノズルに付帯する配管

から可燃性蒸気を吸引した後、専用タンクの気層部への回収による処理、

燃焼による処理又は高所放出による処理を行うことができる構造を有する

ものがあること。燃焼処理、高所放出等を行うものにあつては、火災予防

上適切な位置及び構造を有する必要があること。 

      なお、この場合において、可燃性蒸気回収装置の性能は、給油口の周囲

に放出される可燃性蒸気の濃度が、当該危険物の燃焼下限値未満（ガソリ

ンの場合は、１．４％未満）となるものであること。 

      構造の例としては、次のものがある。 

     (a) バランス式可燃性蒸気回収装置 

       給油ノズルに付帯するベローズ（蛇腹部分）の先端を給油口に密着さ

せることにより、給油による燃料タンク内の蒸気圧力の上昇を利用し

て、給油口から放出される蒸気をベローズに接続する回収配管内に導

き、専用タンク内等に回収する構造としたものであること。 

       なお、ベローズの先端部が給油口から外れた場合に、回収された蒸気

が逆流して放出されることのない構造（給油口に密着していないと給油

ができないもの、逆流防止措置を講じたもの等）であること。  

     (b) アシスト式（吸引式）可燃性蒸気回収装置 

       給油ノズルに付帯する蒸気吸入口から、ポンプ機器等により強制的に

蒸気を吸引して回収配管内に導き、専用タンク内等に回収する構造とし

たもの。 

       なお、放出蒸気と一緒に給油口周囲の空気を吸引することから、過剰

吸引（加圧）により専用タンク等に影響を与えないものとするととも

に、蒸気回収用ポンプ機器等に電気設備を用いる場合には、防爆構造の

ものとする等の措置をすること。 

       上記によるほか、次により指導する。 

      ① 可燃性蒸気の回収配管（固定給油設備の本体内並びに給油ホース若

しくは給油ノズルに付随する部分を除く。）は、通気管と同様の材

質、構造とすること。 

      ② 可燃性蒸気の回収は、原則として専用タンク内の気相部に回収する

ものとし、燃焼処理又は高所放出処理は行わないこと。 
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        なお、専用タンク内の気相部への回収が困難な場合等で高所放出に

よる処理を行う場合は、放出部の位置及び構造は、通気管の先端部の

例によること。 

   (ｲ) 満量停止制御装置 

     給油ノズルの手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものにあっ

ては、固定する装置により設定できるすべての吐出量において給油を行った

場合に機能すること。また、手動開開装置を開放状態で固定できないものに

あっては、１５ℓ/min程度（軽油専用で吐出量が６０ℓ/minを超える吐出量の

ものにあっては、２５ℓ/min程度）以上の吐出量で給油を行った場合に機能

すること。 

     なお、当該装置が機能した場合には、給油ノズルの手動開閉装置を一旦閉

鎖しなければ、再び給油を開始することができない構造であること。 

   (ｳ) 給油ホース（緊急離脱カプラー） 

     給油ホースは、著しい引張力（２０００Ｎ）が加わったときに安全に分離

    するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止できる構造である

    こと。 

     構造等の例（緊急離脱カプラーをホースの途中に設置するもの）として

は、次のものがある。  

     緊急離脱カプラーは、通常の使用時における荷重等では分離しないが、自

動車等の給油口に給油ノズルを差したまま発進した場合等には安全に分離

し、分離した部分の双方（固定給油設備側及び給油のズル側）を弁により閉

止する構造であること。 

     なお、緊急離脱カプラーを効果的に機能させるためには、当該カプラーの

    離脱直前の引張力が作用しても、ホースの他の部分が破断することなく、か

    つ、固定給油設備が当該引張力によって、転倒しないよう堅固に固定してお

    くこと。 

   (ｴ) 誤給油防止制御装置 

     誤給油防止制御装置は、ハイオクガソリン及びレギュラーガソリン相互、

又は軽油及びプレミアム軽油相互については、対象外であること。 

     構造の例としては、次のものがある。 

    ａ コンタミ（Contamination＝汚染）防止装置によるもの。 

      給油ノズルに、燃料タンク内の可燃性蒸気を測定（吸引）して油種を判

定する装置を設け、給油ノズルの油種と一致した場合にのみ、給油を開始

することができる構造としたものであること。 

    ｂ 油種別ポンプ起動によるもの。 
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      次のいずれかの方法により、顧客が要請した油種の給油ポンプだけを起

動し、顧客が当該油種のノズルを使用した場合にのみ、給油を開始するこ

とができる構造としたものであること。 

     (a) 監視者が、顧客の要請油種をインターホン等で確認し、制御卓で油種

を設定できるものであること。 

     (b) 顧客が自ら固定給油設備で油種を設定するもの。 

       この場合、顧客側のインターホン端末又は油種設定装置は、当該固定

給油設備と一体とし、又は分離する場合は、その直近の給油に支障のな

い位置（同一アイランド上など）に設置すること。 

    ｃ その他 

      ガソリン又は軽油いずれかの油種のみを取り扱う顧客用固定給油設備

（一の車両停止位置において、異なる油種の給油ができないものに限

る。）は、誤給油を有効に防止できる構造を有しているものとみなす。 

   (ｵ) 定量・定時間制御装置 

     定量・定時間制御装置の設定は、危険物保安監督者の特別な操作により変

更が可能となるものとし、顧客又は監視者の操作により容易に変更されるも

のでないこと。 

     なお、１回の給油量及び給油時間にあっては、給油量をガソリンにあって

は１００ℓ以下、軽油にあっては２００ℓ以下に、給油時間については４分以

下とすること。ただし、大型トラック専用の給油取扱所に設置するものにあ

っては、給油取扱所の実態に見合った設定量及び給油時間とすること。 

     構造の例としては、次のものがある。 

    ａ 制御装置 

      次の制御機構等により、固定給油設備の１操作あたりの連続した給油量

又は給油時間が設定値に達したときに、自動的に給油ポンプを停止させる

機能を有する構造としたものであること。 

     (a) 固定給油設備に組み込んだマイコンによるもの（上限値は、当該マイ

コンで設定する。） 

     (b) POSと固定給油設備を連動させたもの（上限値は、POS本体で設定す

る。） 

    ｂ 設定を容易に変更できない構造等 

      前ａのマイコン又はPOSにより上限値を設定（変更）する場合に、暗証

番号の入力又は専用のキー若しくはカードの使用等、特別な操作を行わな

ければ設定変更ができない機能を有する構造としたものであること。 

   (ｶ) 感震自動停止制御装置 
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     地震を感知する感震器は、震度階級「５強」の衝撃又は震動を感知した場

合に作動するものであること。感震器は、顧客用固定給油設備又は事務所の

いずれにも設置することができるものであること。 

     なお、既存の感震器にあっては、感知精度が同等程度であれば使用して差

し支えないものであること。 

     構造等の例としては、次のものがある。 

     顧客用固定給油設備又は事務所等に感震器を設置し、当該感震器が震度階

級「５強」の衝撃又は震動を感知した場合に、給油ポンプを停止させる等に

より、危険物の供給を自動的に停止させる機能を有する構造としたものがあ

ること。 

  ウ 顧客用固定注油設備 

   (ｱ) 手動開閉装置 

     注油ノズルは、手動開閉装置を開放状態で固定できないもの（非ラッチオ

ープンノズル）とすること。 

   (ｲ) 満量停止制御装置 

     自動的に停止する構造は、１５ℓ/min程度以上の吐出量で注油を行った場

合に機能するものであること。 

     なお、当該装置が機能した場合には、注油ノズルの手動開閉装置を一旦閉

鎖しなければ、再び注油を開始することができない構造であること。 

   (ｳ) 定量・定時間制御装置 

     定量・定時間制御の設定は、危険物保安監督者の特別な操作により変更が

可能となるものとし、顧客又は監視者の操作により容易に変更されるもので

ないこと。 

     なお、１回の注油量及び注油時間にあっては、注油量を１００ℓ以下、注

油時間については６分以下とすること。 

   (ｴ) 感震自動停止制御装置 

     地震を感知する感震器は、震度階級「５強」の衝撃又は震動を感知した場

合に作動するものであること。感震器は、顧客用固定注油設備又は事務所の

いずれにも設置することができるものであること。 

  エ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンク（以下「固定給油設備等」

という。）の衝突防止措置等 

    衝突防止措置等は、対象を顧客自ら用いる設備に限るものではないこと。 

   (ｱ) 衝突防止措置 

    ａ 構造等の例としては、次のものがある。 

     (a) 共通事項 
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      ① 車両の進入・退出方向に対し固定給油設備等からの緩衝空間が確保

されるよう、ガードポール、アイランド等を設置するもの。 

      ② 運転者の不注意、操作ミス等による固定給油設備等への衝突を防止

する機能を有するもの（衝突を完全に防止するための構造、強度を要

しない。） 

③ ガードポール又はアイランドを設置する場合は、衝突空間を考慮

し、当該固定給油設備等と十分な距離を確保して設置するよう指導

する。▲  

④ 大型トラック等が利用する固定給油設備等の衝突防止措置は、ガ

ードポール、十分な高さと緩衝空間を確保したアイランド又は防護

壁等とするよう指導する。▲ 

     (b) ガードポール等によるもの 

       固定給油設備等の進入側及び退出側に、金属製のパイプ等を設置する

もの。この場合、固定給油設備等は、必ずしもアイランド上に設置する

ことを要しない。 

     (c) アイランドによるもの 

      ① 固定給油設備等をコンクリート製等のアイランド上に設置するも

の。 

      ② アイランド等は、高さ１５ｃｍ以上で、車両の前進・後退時等に固

定給油設備等から突出しているホース機器等に接触しない幅と、車輪

がアイランド端に接触した場合でも固定給油設備等に衝突しない長さ

（奥行き）を有するもの。 

    ｂ 懸垂式の固定給油設備等は、衝突防止措置を要しないものであること。 

    ｃ 第１２．４(2)エに示す一方開放型屋内給油取扱所における衝突防止措

置その他の既存の措置で同等の機能を有するものは、当該衝突防止措置等

によることとして差し支えない。 

   (ｲ) 転倒時の漏えい拡散防止措置 

    ａ 構造等の例としては、次のものがある。 

     (a) 立ち上がり配管遮断弁 

      ① 当該遮断弁は、一定の応力を受けた場合に脆弱部がせん断されると

ともに、せん断部の双方を弁により遮断することにより、危険物の漏

えいを防止する構造のものとすること。 

      ② 当該遮断弁は、車両衝突等の応力が脆弱部に的確に伝わるよう、固

定給油設備等の本体及び基礎部に堅固に取り付けること。 

     (b) 逆止弁 
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       逆止弁は、転倒時にも機能する構造のものとし、固定給油設備等の配

管と地下から立ち上げたフレキシブル配管との間に設置すること。 

    ｂ 懸垂式の固定給油設備等は、転倒時の漏えい拡散防止措置を要しないも

のであること。 

    ｃ 危省令第２５条の２第２号トに規定する油中ポンプに接続されたホース

機器に取り付けられた遮断弁が、固定給油設備等及びこれに接続する配管

の両方を遮断できる構造である場合には、当該遮断弁によることとして差

し支えない。 

  オ 固定給油設備等及びその周辺への表示 

   (ｱ) 顧客用固定給油設備等である旨の表示 

     顧客用である旨の表示の方法は、固定給油設備又は固定注油設備、アイラ

ンドに設置されている支柱等への、「セルフ」、「セルフサービス」等の記

載、看板の掲示等により行うことで差し支えないこと。 

     また、一部の時間帯等に限って顧客に自ら給油等をさせる固定給油設備等

にあっては、当該時間帯等にはその旨を、それ以外の時間帯等には従業者が

給油等をする旨を表示すること。 

     表示の位置等は、次によること。 

    ａ 表示の位置は、顧客用固定給油設備等のほか、アイランドに設置されて

いる支柱等でも差し支えない。 

    ｂ 表示方法は、前ａの位置に直接記載し、又は看板の掲示等により行うこ

とで差し支えない。 

   (ｲ) 自動車等の停車位置等の表示 

     自動車等の停止位置として長さ５ｍ、幅２ｍ程度の枠を、灯油又は軽油の

容器の置き場所として２ｍ四方程度の枠を、地盤面等にペイント等により表

示すること。 

     なお、自動車等の停止位置又は容器の置き場所の枠は、給油空地又は注油

空地からそれぞれはみ出さないこと。 

   (ｳ) 使用方法・油種等の表示 

     使用方法の表示は、給油開始から終了までの一連の機器の操作を示すとと

もに、「火気厳禁」、「給油中エンジン停止」、「ガソリンの容器への注入

禁止」、「静電気除去」等保安上必要な事項を併せて記載すること。 

     なお、懸垂式の固定給油設備等にあっては、近傍の壁面等に記載するこ

と。 

     危険物の品目の表示として、文字、文字の地（背景）又は給油ホース、ノ

ズルカバー、ノズル受け等危険物の品目に対応した設備の部分に彩色する場
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合には、危省令第２８条の２の５第５号ロの「色」欄に定めた色とするこ

と。この場合の彩色には、無彩色（自、黒又は灰色をいう。）は含まないも

のであること。したがって、これらの部分以外の部分については、彩色の制

限の対象とはならないものであること。 

     また、エンジン清浄剤等を添加した軽油を別品目として販売する場合にお

いて、これを軽油の範囲で区分するときには、文字に「プレミアム軽油」

を、色に黄緑を用いて差し支えない。 

なお、使用方法及び危険物の品目については、必要に応じて英語の併

記等を行うよう指導する。▲ 

   (ｴ) 顧客用以外の固定給油設備等の表示 

    ａ 表示の場所 

      固定給油設備、固定注油設備又はアイランドに設置されている支柱等へ

表示すること。 

    ｂ 表示の内容 

      「フルサービス」、「従業員専用」等の記載、看板の掲示等により行う

こと。 

  カ 制御卓、その他の設備 

   (ｱ) 制御卓の位置 

     すべての顧客用固定給油設備等における使用状況を直接視認できるとは、

給油される自動車等のない場合において顧客用固定給油設備等における使用

状況を目視できることをいうものであり、壁等により死角となる部分がない

こと。 

     なお、コンビニエンスストアが併設されている給油取扱所において、制御

卓が設置されている場所にレジを設置し監視者がレジ業務を兼ねることは、

顧客自らによる給油作業等の監視・制御及び顧客に対する必要な指示が行え

ることが確保されていれば認めて差し支えないものであること。（平１０．

１０．１３消防危第９０号質疑） 

     上記によるほか、次により指導する。▲ 

ａ 制御卓を設置する室は、危省令第２５条の４第１項第１号の２に規

定する用途として取り扱うものであり、給油空地内等に制御卓を備え

たコントロールブース室を設けないこと。 

ｂ 一の制御卓で１人の監視者が全ての顧客用固定給油設備等を監視で

きる視野の範囲は、概ね１８０°以内を目安とすること。 

ｃ 一の制御卓から最遠の顧客用固定給油設備等までの視認距離は、概

ね２０ｍ程度を目安とすること。 



12－81 

 

   (ｲ) 監視設備 

     監視設備としては、モニターカメラ及びディスプレイ等が考えられる。 

     また、視認を常時可能とするとは、必要な時点において顧客用固定給油設

備等の使用状況を即座に映し出すことができるものをいう。 

     上記によるほか、次により指導する。▲ 

ａ モニターカメラは、顧客用固定給油設備等の使用状況を有効に確認で

きる位置（例えば、キャノピー下部、支柱、建物外壁等）に設けること。 

ｂ 監視設備の性能は、自動車等の給油口や運搬容器の注入口に給油ノズ

ルが差し込まれた状態、又は顧客の喫煙行為等が確認できるものである

こと。 

   (ｳ) 制御卓の制御装置等 

     制御装置には、給油等許可スイッチ及び許可解除のスイッチ並びに顧客用

固定給油設備等の使用状態等の表示装置が必要であること。 

     なお、顧客用固定給油設備等を、顧客が要請した油種のポンプだけを起動

し、顧客が当該油種のノズルを使用した場合に給油等を開始することができ

る構造としたもので、制御卓で油種設定をする構造のものにあっては、油種

設定のスイッチを併せて設置すること。 

   (ｴ) 供給一斉停止制御装置（緊急停止スイッチ） 

     火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所とは、給油空

地等に所在する従業者等においても速やかに操作することができるものであ

り、給油取扱所の事務所の給油空地に面する外壁等がある。 

なお、制御卓以外の場所に設ける制御装置には、緊急停止スイッチで

ある旨を表示するよう指導する。▲ 

   (ｵ) 会話装置・放送機器 

    ａ 会話装置 

      顧客と容易に会話することができる装置としては、インターホンがあ

り、インターホンの顧客側の端末は、顧客用固定給油設備等の近くに設置

し、懸垂式の顧客用固定給油設備等にあっては、近くの壁面等に設置する

こと。 

    ｂ 放送機器 

     (a) 放送機器の設置については次によること。 

      ① スピーカーの設置位置は、音響効果を妨げる障害物がない場所とす

ること。 

      ② スピーカーは、顧客がいるすべての場所に指示ができるように設置

し、有効な音量、音質が確保されるようにすること。 
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なお、すべての従業員にも必要な指示ができるよう休憩室等に

も設けるよう指導する。▲ 

     (b) 放送機器の機能を有する既設の有線放送設備を顧客の給油作業等につ

いて必要な指示を行う放送機器として用いても差し支えないものである

こと。ただし、有線放送よりも指示の放送が優先されるものであるこ

と。（平１０．１０．１３消防危第９０号質疑） 

   (ｶ) 固定消火設備制御装置（起動スイッチ） 

     制御卓には、固定消火設備の起動装置を設置すること。起動スイッチは透

明な蓋で覆う等により、不用意に操作されないものであるとともに、火災時

には、速やかに操作することができるものであること。 

   (ｷ) 制御卓の複数設置 

     制御卓は、顧客用固定給油設備等を分担することにより複数設置して差し

支えないこと。この場合、すべての制御卓に、すべての固定給油設備等への

危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設置すること。 

 (3) セルフ給油取扱所（屋内、圧縮天然ガス充てん設備設置、圧縮水素充てん設備

設置及び自家用）の位置、構造及び設備の技術上の基準 

  ア セルフ給油取扱所（屋内）の位置、構造及び設備の技術上の基準は、セルフ

給油取扱所（屋外）の基準（衝突防止措置のうち簡易タンクに係る部分を除

く。）の規定の例によるものとする。 

  イ 屋外又は屋内の圧縮天然ガス充てん設備設置給油取扱所及び圧縮水素充てん

設備設置給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、それぞれセルフ

給油取扱所（屋外又は屋内）の給油取扱所の基準（衝突防止措置に係る部分を

除く。）の規定の例によるものとする。 

  ウ セルフ給油取扱所（屋外又は屋内）の自家用の給油取扱所の位置、構造及び

設備の技術上の基準は、それぞれセルフ給油取扱所（屋外又は屋内）の給油取

扱所の基準の規定の例によるものとする。 

    自家用のセルフ給油取扱所としては、レンタカー営業所の構内に設置される

自家用の給油取扱所等が想定されるものであること。 

 (4) セルフ給油取扱所の消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準 

  ア セルフ給油取扱所（危政令第１７条第２項第９号ただし書に該当する屋内給

油取扱所のうち上階を有するもの（以下「一方開放型上階付き屋内給油取扱

所」という。）を除く。）の消火設備の技術上の基準は以下のとおりとする。 

   (ｱ) 第三種の固定式の泡消火設備を危険物（引火点４０℃末満のもので顧客が

自ら取り扱うものに限る。）を包含するように設置するものとする。当該泡

消火設備には、予備動力源を付置する必要はないものであること。 
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     当該泡消火設備の設置に関しては、危省令及び「製造所等の泡消火設備の

技術上の基準の細目を定める告示」（平成２３年総務省告示第５５９号）に 

よること。 

   (ｲ) 第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物

（第三種の泡消火設備により包含されるものを除く。）を包含するように設

置するとともに、第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単

位の数値の５分の１以上になるように設置すること。 

  イ セルフ給油取扱所（一方開放型上階付き屋内給油取扱所に限る。）の消火設

   備の技術上の基準は、一般の一方開放型上階付き屋内給油取扱所の消火設備の

   技術上の基準によるものであること。 

  ウ セルフ給油取扱所の警報設備及び避難設備の技術上の基準は、一般の給油取

   扱所の警報設備及び避難設備の技術上の基準によるものであること。 

 (5) 予防規程に定めなければならない事項 

   セルフ給油取扱所にあっては、予防規程に顧客に対する監視その他保安のため

  の措置に関することを規定するものとする。 

   顧客に対する監視その他保安のための措置に関することには、次のことが含ま

れること。 

  ア 監視等を行う危険物取扱者及びその指揮下で監視等を行う従業者（以下「危

   険物取扱者等」という。）の体制 

  イ 監視等を行う危険物取扱者等に対する教育及び訓練 

  ウ 監視等を行う危険物取扱者等の氏名の表示 

  エ 顧客用固定給油設備の１回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注

油設備の１回の注油量及び注油時間の上限の設定 

  オ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の日常点検 

 (6) その他留意事項 

  ア 既設の令第１７条第１項から第４項までの給油取扱所を変更してセルフ給油

取扱所とする場合には、変更の許可及び完成検査を受け、技術上の基準に適合

していると認められる必要があるとともに、予防規程の変更の認可を受ける必

要があること。 

  イ セルフ給油取扱所の設置又は変更の許可及び完成検査に関する市町村長等の

   審査・検査事務の効率化の一助とするため、危険物保安技術協会において実施

   されている「固定給油設備及び固定注油設備の型式試験確認業務」の区分に、

   「セルフサービス用固定給油設備等」及び「固定給油設備等を構成する設備 

   （給油ホース等の先端に設ける給油ノズル等、給油ホ一ス等、立ち上がり配管

   遮断弁、セルフサービスコンソール（制御装置）及び固定給油設備等本体）」
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   が追加されるとともに、新たに「パッケージ型固定泡消火設備」の試験確認業

   務が実施されることとなり、適合品にはそれぞれ別表に示す試験確認済証が貼 

付されることとなつた。 

    顧客用固定給油設備等の設置、取替に際しては「セルフサービス用固定給油

設備等」の試験確認結果を、従来の固定給油設備等の顧客用固定給油設備への

改造等に際しては使用される部品に関して「固定給油設備等を構成する設備」

の試験確認結果を、消火設備の設置に際しては「パッケージ型固定泡消火設

備」の試験確認結果を活用して差し支えない。 

 

12 給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準 

(1) 急速充電設備の定義 

   急速充電設備とは、電気自動車に充電する設備（全出力２０キロワット以下の

もの及び全出力２００キロワットを超えるものを除く。）をいうこと。 

   なお、急速充電設備は、危政令第１７条第１項第２１号に規定する電気設備で

あること。 

(2) 急速充電設備に係る安全対策 

   急速充電設備は、以下に掲げる措置が講じられた構造とすること。 

  ア 急速充電設備の筐体は不燃性の金属材料で造ること。 

  イ 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

  ウ 雨水等の侵入防止措置を講ずること。 

エ 急速充電設備と電気自動車が確実に接続されていない場合には、充電を開始

しない措置を講ずること。 

オ 急速充電設備と電気自動車の接続部に電圧が印加されている場合には、当該

接続部が外れないようにする措置を講ずること。 

カ 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車との間で自動的に絶縁状況

の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずるこ

と。 

キ 漏電、地絡又は制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又

は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ず

ること。 

ク 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した

場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

ケ 急速充電設備において、異常な高温とならない措置を講ずること。また、異

常な高温となった場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

コ 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 
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サ 急速充電設備のうち、蓄電池を内蔵しているものにあっては、アからコに掲 

げる措置のほか、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 

(ｱ) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知

した場合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

(ｲ) 異常な高温とならない措置を講ずること。また、異常な高温となった場

合には、急速充電設備を停止させる措置を講ずること。 

(3)  急速充電設備を給油取扱所に設置する場合の安全対策について 

   (2)に掲げる安全対策を講じた急速充電設備を給油取扱所に設置する場合に

は、以下に掲げる安全対策を講ずること。 

  ア 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設ける場合 

(ｱ) 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置（以下「緊急遮断装置」と

いう。）は、ガソリン等の流出事故が発生した場合に容易に操作することが

可能な場所（事務所等）に設けること。 

(ｲ) 急速充電設備は、次に掲げる可燃性ガスが滞留するおそれのある範囲以

外の場所で、かつ給油又は注油に支障のない場所に設置すること。 

   a  懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方

向６ｍまでで、基礎又は地盤面からの高さ６０ｃｍまでの範囲、及び固定

給油設備の周囲６０ｃｍまでの範囲 

    b  懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備のホース機器の引出口

から地盤面に下ろした垂線（当該引出口が可動式のものにあっては、可動

範囲の全ての部分から地盤面に下ろした垂線とする。）から水平方向６ｍ

までで、地盤面からの高さ６０ｃｍまでの範囲、及び固定給油設備の端面

から水平方向６０ｃｍまでで、地盤面までの範囲 

c  通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲１．

５ｍまでの範囲 

(ｳ) 給油取扱所の従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視する

ことができない場合には、監視カメラの設置等により適切な監視体制を講策

すること。 

(ｴ) 流出事故発生時には急速充電設備の電源を速やかに遮断する必要がある

ことから、(ｳ)に記載の監視体制、従業員への教育及び緊急遮断装置の操作

方法等について予防規程に明記すること。 

  イ 緊急遮断装置を設けない場合 

(ｱ) 急速充電設備は、次に掲げる可燃性ガスが滞留するおそれのある範囲以

外の場所で、かつ給油又は注油に支障のない場所に設置すること。 
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   a  固定給油設備の周囲６０ｃｍまでの範囲、及び固定給油設備の中心から

排水溝までの最大の下り勾配となっている直線から水平方向１１ｍまで 

で、基礎又は地盤面からの高さ６０ｃｍまでの範囲 

      b  懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方向６

０ｃｍまでで、地盤面までの範囲、及び固定給油設備のホース機器の中心

から垂線を下ろし、その交点から排水溝までの最大の下り勾配となってい

る直線から水平方向１１ｍまでで、地盤面からの高さ６０ｃｍまでの範囲 

c  専用タンク等のマンホールの中心から排水溝までの最大の下り勾配とな

っている直線から水平方向１４ｍまでで、地盤面からの高さ６０ｃｍまで

の範囲 

ｄ 専用タンクへの注入口の中心から排水溝までの最大の下り勾配となって

いる直線から水平方向１６ｍまでで、地盤面からの高さ６０ｃｍまでの範

囲 

e  通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲１．

５ｍまでの範囲 

(ｲ) 給油取扱所の従業員等が目視により急速充電設備の使用状況を監視する

ことができない場合には、監視カメラの設置等により適切な監視体制を講策

すること。 

(ｳ) (ｲ)に記載の監視体制及び従業員への教育等について予防規定に明記する

こと。 

(4) その他 

ア 給油取扱所においても、電気自動車の利用者自らが急速充電設備を用いて充

塡を行うことが可能であること。 

イ 急速充電設備以外の電気自動車用の充電設備（全出力２０キロワット以下の

もの又は全出力２００キロワットを超えるもの）であって、今後新たに設置さ

れるものについても、(3)に掲げる安全対策の例により設置することができる

ものであること。 

 

13 工事現場等の屋外自家用給油取扱所 

 (1) 給油設備を備えたタンク車両を専用タンクとする場合（昭４８．１１．６消防

予第１４６号質疑） 

   ダム工事現場、大規模な土地造成場、土砂採取場等（以下「工事現場等」とい

う。）において給油設備を備えたタンク車両を専用タンクとして、工事現場等で

使用する重機車両等に給油する取扱所については、当該場所が火災予防上支障が
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なく、かつ、次の各号に適合するときは、工事現場等の特殊性にかんがみ、危政

令第１７条第１項（第４号を除く。）の規定は適用しないこととする。 

  ア 取り扱う危険物は、軽油又は潤滑油であること。 

  イ 給油取扱所の周囲（作業車の出入口を除く。）は、さく等により明確に区画

すること。 

  ウ 給油取扱所には、第４類の危険物の火災に適応する第４種及び第５種の消火

設備をそれぞれ１個以上設けること。 

  エ 危政令第１７条第１項第１号に規定する空地については、前９(1)の例によ

ること。 

  オ 給油のための装置は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすると

ともに、先端に弁を設けた給油ホース及び給油ホースの先端に蓄積される静電

気を有効に除去する装置を設けること。 

  カ 給油設備を備えた車両は、次によること。 

   (ｱ) 給油設備を備えた車両は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）

第１１条に定める自動車登録番号標を有しないものであること。 

   (ｲ) 給油設備は、車両のシャーシフレームに堅固に固定されていること。 

   (ｳ) 危険物を収納するタンクの構造及び設備は、危政令第１５条に定める移動

タンク貯蔵所の構造及び設備の基準に適合すること。ただし、潤滑油を収納

する専用のタンクにあっては、厚さ３．２ｍｍ以上の鋼板で気密に造り、か

つ、当該タンクの外面は、さび止めのための塗装をすれば足りること。 

   (ｴ) 潤滑油を収納するタンクの配管の先端には、弁を設けること。 

   (ｵ) 給油のための装置のエンジン（以下「エンジン」という。）及びエンジン

の排気筒は、危険物を収納するタンクとの間に０．５ｍ以上の間隔を保つこ

と。 

   (ｶ) エンジンの排気筒には、引火を防止するための装置を設けること。 

   (ｷ) 給油設備を備えた車両は、作業車の出入りに支障のない場所に固定し、か

つ、接地すること。 

 (2) 屋外タンクを専用タンクとする場合 

   屋外タンクを専用タンクとする場合も前(1)と同様に取り扱って差し支えな

い。 

   なお、屋外タンクは、次によること。 

  ア タンクの容量は、２０，０００ℓ以下であること。 

  イ タンクの位置、構造及び設備は、危政令第１１条に規定する屋外タンク貯蔵

所の基準の例によること。  
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14 給油取扱所に併設される物販店舗等のみの営業について  

  コンビニエンスストア併設店舗等において、給油の業務を行わない時間帯におい

て、給油の業務に附帯する業務である物販店舗等の営業を行う場合は、次に掲げ

る係員以外の者を出入させないための必要な措置を講じることにより、物販店舗

等の営業を認めて差し支えないものとする。（平１３．１１．２１消防危第１２

７号） 

 (1) 危険物保安監督者と物販店舗等の係員との連絡体制の確立等により、危険物保

安監督者が危規則第４８条第２号に規定する責務を行いうる体制を整備するこ

と。 

 (2) 係員以外の者を給油空地等の危険物を取り扱う部分へ出入させない措置及び危

険物保安監督者との緊急時の連絡体制を予防規程に定めておくこと。 

 (3) 物販店舗等から給油空地等の危険物を取り扱う部分を見渡すことができるか、

又は、係員による適時適切な監視を行うこと。 

 

15 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所 

(1) 消防法上の設置の許可に係る事項 

ア 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所を設置する場合は、消防法（昭和２３年

法律第１８６号）第１１条第１項の許可の他に高圧ガス保安法（昭和２６年法

律第２０４号）第５条又は第１４条の許可を受ける必要がある。その場合、高

圧ガス保安法の許可を受けた後に、消防法の許可申請を受理する必要があるこ

と。なお、危険物の規制に関する規則第２７条の５第５項第３号に掲げる設備

が、一般高圧ガス保安規則第７条の３中の当該設備に係る規定に適合している

ことの確認は、高圧ガス保安法の許可を受けていることの確認をもって行うこ

と。 

イ 高圧ガス保安法に係る設備については、他の行政庁等により完成検査（高圧

ガス保安法第２０条）が行われることを踏まえ、危険物の規制に関する規則第

２７条の５第５項第３号に掲げる設備における完成検査（消防法第１１条第５

項）においては、他の行政庁等による完成検査の結果の確認をもって行うこと

ができるものとすること。 

(2) 予防規程の中に、圧縮水素等による災害その他の非常の場合にとるべき措置

に関する事項を定めること。 

(3) 圧縮水素スタンド、防火設備及び温度の上昇を防止する装置 

ア 圧縮水素スタンドとは、一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第

５３号。以下「一般則」という。）第２条第１項第２５号に定める「圧縮水素

を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡す
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るための処理設備を有する定置式製造設備」をいい、水素を製造するための改

質装置、水素を圧縮する圧縮機、圧縮水素を貯蔵する蓄圧器、圧縮水素を燃料

電池自動車に充てんするディスペンサー等で構成される。 

また、改質装置とは、ナフサなどの危険物（灯油、メタノール等）のほか、

天然ガス、液化石油ガスなどを原燃料として、これを改質し水素を製造する装

置をいう。 

イ 防火設備とは、一般則第６条第１項第３９号に定める防消火設備のうち、火

災の予防及び火災による類焼を防止するための設備であって、蓄圧器に設けら

れる水噴霧装置、散水装置等をいう。 

なお、一般則第７条の３第１項を適用する圧縮水素スタンドには、一般則第

６条第１項第３９号に定める防消火設備が、一般則第７条の３第２項を適用す

る圧縮水素スタンドには同項第３１号に定める消火設備が、それぞれ設けられ

る。 

ウ 温度の上昇を防止する装置とは、一般則第７条の３第２項を適用する特定圧

縮水素スタンドの蓄圧器及び移動式製造設備の車両が停止する位置に設けられ

る水噴霧装置、散水装置等をいう。 

(4) 圧縮水素スタンドの技術上の基準に関する事項 

圧縮水素スタンド（常用の圧力８２ＭＰa以下のものに限る。以下同じ。）

は、一般則第７条の３の規定によるほか、危規則第２７条の５第５項第３号に定

める基準に適合すること。この場合、次の事項に留意すること。 

ア 圧縮機 

(ｱ) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自

動的に停止させる装置とは、圧縮機の圧力を圧力センサーにより検知し、電

動機の電源を切ることにより、当該圧縮機の運転を停止させる異常高圧防止

装置をいうこと。ただし、圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのな

いものにあってはこの限りでない。 

(ｲ) 圧縮機の吐出側直近部分の配管には、逆止弁を設けることとされている

が、蓄圧器側から圧縮機へのガスの逆流を防止できる位置である場合には、

逆止弁を蓄圧器の受入側直近部分のガス配管に設けても差し支えないこと。 

(ｳ) 自動車等の衝突を防止するための措置とは、圧縮機の周囲に保護柵又はポ

ール等を設ける方法があること。なお、圧縮機を障壁で囲まれた部分に設置

する場合は、当該措置が講じられているものであること。 

イ ディスペンサー 
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(ｱ) 自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給さ

れない構造とは、自動車等の充てん口と正常に接続した場合に限り開口する

内部弁をいうこと。 

(ｲ) 著しい引張力が加わった場合に充てんホースの破断によるガスの漏れを防

止する措置とは、自動車の誤発進等により著しい引張力が加わった場合に離 

脱し、遮断弁がはたらく緊急離脱カプラーをいうこと。 

(ｳ) 自動車等が衝突を防止するための措置とは、ディスペンサーの周囲に保護

柵又はポール等を設ける方法があること。 

(ｴ) 自動車等の衝突を検知する方法とは、衝突センサー等を設ける方法がある

こと。 

ウ ガス配管 

(ｱ) ガス配管に自動車等が衝突することを防止するために講ずる措置の例とし

ては、次のような方法があること。 

ａ キャノピーの上部等に設置する方法 

ｂ ガス配管の周囲に防護柵又はポールを設ける方法 

ｃ 地下に埋設する方法 

ｄ トレンチ内に設置する方法 

(ｲ) ガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口

への延焼を防止するための措置とは、ガス配管が地上部（キャノピー上部を

除く。）に露出している場合にガス配管の周囲に防熱板を設ける方法がある

こと。 

(ｳ) 配管の接続部の周囲に設けるガスの漏れを検知することができる設備と

は、当該ガスの爆発下限界における４分の１以下の濃度で漏れたガスを検知

し、警報を発するものをいうこと。また、当該設備は漏れたガスに対して防

爆構造を有するほか、ガソリン蒸気等の可燃性蒸気が存在するおそれのある

場所に設置される場合にあっては、漏れたガス及び可燃性蒸気に対して防爆

構造を有するものであること。 

(ｴ) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止できる装置とは、

遮断弁及び遮断操作部をいうこと。遮断弁は、蓄圧器からガスを送り出すた

めの配管に設けること。また、遮断操作部は、事務所及び火災その他の災害

に際し速やかに操作することができる箇所に設けること。 

エ 圧縮水素又は液化石油ガス受入設備 

自動車等の衝突を防止するための措置とは、受入設備の周囲に保護柵又はポ

ール等を設ける方法があること。 

(5) その他の技術上の基準に関する事項 
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ア 圧縮機、蓄圧器及び改質装置と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の

注入口との間に設置する障壁は、次のいずれかによるものとすること。 

(ｱ) 鉄筋コンクリート製 

直径９mm 以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋

を確実に結束した厚さ12cm以上、高さ２ｍ以上のものであって堅固な基礎

の上に構築され、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構

造のもの。 

(ｲ) コンクリートブロック製 

直径９mm以上の鉄筋を縦、横40cm以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を

確実に結束し、かつ、ブロックの空洞部にコンクリートモルタルを充てん

した厚さ15cm以上、高さ２ｍ以上のものであって堅固な基礎の上に構築さ

れ、予想されるガス爆発の衝撃等に対し十分耐えられる構造のもの。 

(ｳ) 鋼板製 

厚さ3.2mm以上の鋼板に30×30mm以上の等辺山形鋼を縦、横40cm以下の間

隔に溶接で取り付けて補強したもの又は厚さ６mm以上の鋼板を使用し、そ

のいずれにも1.8ｍ以下の間隔で支柱を設けた高さ２ｍ以上のものであって

堅固な基礎の上に構築され、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐

えられる構造のもの。 

イ 圧縮水素スタンドの設備又はその近傍に設けられた散水装置等から水が放出

された場合、この水が給油空地等、ポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近

に達することを防止するための措置とは、給油空地等、ポンプ室等及び専用タ

ンク等の注入口付近と散水される範囲との間に排水溝を設置すること等をいう

こと。なお、排水溝は、散水装置等の設置状況及び水量を考慮して、排水能力

（幅、深さ、勾配等）が十分なものとすること。 

ウ 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏

れた危険物がディスペンサーに達することを防止するための措置とは、固定給

油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等とディスペンサーの間に

排水溝を設置すること等をいうこと。なお、排水溝は、散水装置等の設置状態

及び水量を考慮して、排水能力（幅、深さ、勾配等）が十分なものとするこ

と。 

エ 固定給油設備（懸垂式のものを除く。）、固定注油設備（懸垂式のものを除

く。）及び簡易タンクに自動車等が衝突するおそれがある場合に講ずる衝突防

止措置とは、これら設備の周囲に保護柵又はポール等を設ける方法があるこ

と。 
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オ 圧縮水素スタンドのガス設備（ガスが通る部分）で火災が発生した場合にそ

の熱の影響が簡易タンクへ及ぶおそれのある場合に講じる措置とは、簡易タン

クと特定圧縮水素スタンドのガス設備の間に防熱板を設ける方法があること。 

 

 

 

第１２－４９図 屋外給油取扱所に圧縮水素スタンドを設置した例 

 

固定給油設備 

事務所及び 
サービスルーム 

貯蔵設備（蓄ガス器） 

ディスペンサー 

自動車 
点検・ 
整備場 

圧縮機 

洗車機 
原燃料タンク 

（地下タンク） 

危険物配管 

注入口 

トレンチ 

障壁 防火塀 

水素製造装置 
（改質装置） 

Ｐ 

高圧ガス設備 ガス設備 

高圧ガス配管（１Ｍ㎩以上） 

（注） 

ガス配管（１Ｍ㎩未満） 

公道 

固定注油設備 

排水溝 


